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令和５年度 通常総会議事録 

 

栃木県国民健康保険団体連合会 

１ 招集日時 

   令和６年２月 14日（水） 

    開 会   12 時 40 分 

    閉 会   13 時 38 分 

 

２ 招集場所 

   宇都宮市本町３番９号 栃木県本町合同ビル９階 

    栃木県国民健康保険団体連合会 ９階大会議室 

 

３ 出席者 

（１）出席会員 

   会員 28 保険者のうち、出席した会員 25 保険者 

   詳細は、以下のとおり 

 （本人出席） 

    栃木市・小山市・さくら市・日光市・上三川町・益子町・芳賀町・壬生町・野木町・塩谷町・

高根沢町・那須町（12保険者） 

 （代理人出席） 

    栃木県・宇都宮市・佐野市・鹿沼市・真岡市・大田原市・那須塩原市・下野市・茂木町・市

貝町・那珂川町・全国歯科医師国保組合・栃木県医師国保組合（13保険者） 

（２）その他 

   学識経験者たる理事１名 

 

４ 附議事項 

Ⅰ 報告事項 

報告第１号  理事長専決事項報告について 

１ 令和 5 年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計（業務勘定）歳入

歳出予算補正について 

２ 令和 5 年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計（公費負担医療に

関する診療報酬支払勘定）歳入歳出予算補正について 

３ 令和 5 年度栃木県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業関係業務特別会計（公費

負担医療に関する診療報酬支払勘定）歳入歳出予算補正について 

報告第 2号  規則の一部改正及び廃止について 

１ 栃木県国民健康保険団体連合会負担金及び手数料の賦課徴収規則の一部改正について 

２ 栃木県国民健康保険団体連合会第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業規則の一部改

正について 

３ 栃木県国民健康保険団体連合会保険者事務共同電算処理事業規則の一部改正について 

４ 栃木県国民健康保険団体連合会海外療養費不正請求対策支援業務規則の一部改正に 

ついて 



- 2 - 

５ 栃木県国民健康保険団体連合会退職者医療共同事業拠出金規則の廃止について 

 

Ⅱ 議決事項 

議案第 1号 令和 6年度栃木県国民健康保険団体連合会事業計画について 

議案第 2号 令和 6年度栃木県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出予算について 

議案第 3号 令和 6年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計歳入歳出 

予算について 

議案第 4 号 令和 6 年度栃木県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業関係業務特別会計

歳入歳出予算について 

議案第 5 号 令和 6 年度栃木県国民健康保険団体連合会第三者行為損害賠償求償事務共同処理

事業特別会計歳入歳出予算について 

議案第 6号 令和 6年度栃木県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業務特別会計歳入 

歳出予算について 

議案第 7 号 令和 6 年度栃木県国民健康保険団体連合会障害者総合支援法関係業務等特別会計

歳入歳出予算について 

議案第 8号 令和 6年度栃木県国民健康保険団体連合会特定健診保健指導費用決済業務特別 

会計歳入歳出予算について 

議案第 9 号 令和 6 年度栃木県国民健康保険団体連合会職員厚生資金貸付金特別会計歳入歳出

予算について 

議案第 10号 栃木県国民健康保険団体連合会積立金の一部処分について 

議案第 11号 令和 6年度栃木県国民健康保険団体連合会運営資金の一時借入について 

議案第 12号 理事長専決事項委任について 

議案第 13号 令和 5年度栃木県国民健康保険団体連合会一般会計歳入歳出予算補正について 

議案第 14号 令和 5年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計（国民健康 

保険診療報酬支払勘定）歳入歳出予算補正について 

議案第 15 号 令和 5 年度栃木県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計（公費負担

医療に関する診療報酬支払勘定）歳入歳出予算補正について 

議案第 16 号 令和 5 年度栃木県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業関係業務特別会計

（公費負担医療に関する診療報酬支払勘定）歳入歳出予算補正について 

議案第 17 号 令和 5 年度栃木県国民健康保険団体連合会介護保険事業関係業務特別会計（公費

負担医療等に関する報酬等支払勘定）歳入歳出予算補正について 

議案第 18 号 令和 5 年度栃木県国民健康保険団体連合会障害者総合支援法関係業務等特別会計

（障害児給付費支払勘定）歳入歳出予算補正について 

 

Ⅲ その他 
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５ 議事経過 

司  会 

 

 

司  会 

 

 

 

 

 

司  会 

 

 

 

司  会 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（開会宣言） 

開会挨拶  理事長 花 塚 隆 志 

祝電披露  栃木県議会  佐 藤 良 議長 

（出席会員数報告） 

会員数 28保険者のところ、委任状による代理出席 13 保険者を含めまして 25保険

者のご出席をいただいておりますので、本通常総会が成立いたしますことを、ここ

にご報告いたします。 

なお、本通常総会の議事録につきましては、公表要領に基づき公表いたしますの

で、ご了承をお願いいたします。 

（議長選出） 

次に、議長の選出についてでございますが、時間の関係もございますので慣例に

よりまして、司会者に一任願えますでしょうか。 

《異議なし・全会一致》 

ありがとうございます。 

ご異議もないようでございますので、大変僭越ではございますが、私の方からご

指名申し上げます。 

 本通常総会の議長につきましては、塩谷町長の見形和久様をご指名申し上げます。 

 見形町長、よろしくお願いいたします。 

ただ今、議長に指名いただきました、塩谷町長の見形でございます。 

議事の運営につきましては、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

まず、初めに、規約第 18条の規定に基づき、議事録署名者をご指名申し上げます。

議事録署名には、益子町長 広田茂十郎さん、壬生町長 小菅一弥さんをご指名申

し上げますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、これより議事に入ります。 

本通常総会に上程いたします案件は、報告事項 2件、議決事項 18件とその他でご

ざいます。これを順次議題に供します。 

まず、報告事項を先議いたします。 

報告第 1号は、「理事長専決事項報告について」でございます。これを議題に供し、

事務局の説明を求めます。 

報告第 1号について、議案書に基づき、次のとおり説明。 

①令和 5 年度本会診療報酬審査支払特別会計（業務勘定）歳入歳出予算補正につい

て（令和 5年 11 月 27 日専決処分）           補正額 32,844 千円 

 ◇補正要因 

  ○保険者間調整のうち、国保から被用者保険に変更した被保険者分の処理件数

及び返還金額が増加したため、国保保険者への返還金の支払いに不足が   

生じることに伴う予算補正 

②令和 5 年度本会診療報酬審査支払特別会計（公費負担医療に関する診療報酬支払

勘定）歳入歳出予算補正について（令和 5年 11 月 27日専決処分） 

補正額 320 千円 

  ◇補正要因 
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

議  長 

○国保の公費のうち、ひとり親家庭医療の件数及び医療費が増加したため、医

療費の支払いに不足が生じることに伴う予算補正 

③令和 5 年度本会後期高齢者医療事業関係業務特別会計（公費負担医療に関する診

療報酬支払勘定）歳入歳出予算補正について（令和 5年 11 月 27 日専決処分） 

         補正額 232,570 千円 

 ◇補正要因 

○後期の公費のうち、感染症医療の件数及び医療費が増加したため、医療費の  

支払いに不足が生じることに伴う予算補正 

ただ今、事務局より、報告第 1 号について説明がありましたが、何か、ご質疑等

ございませんか。 

《質疑なし》 

ご質疑もないようですので、報告第 1号は、報告のとおり承認することにご異議

ございませんか。        

《異議なし・全会一致》 

ご異議もないようですので、報告第 1号は、報告のとおり承認いたします。 

次に、報告第 2号「規則の一部改正及び廃止について」を議題に供し、事務局の

説明を求めます。 

 報告第 2号について、議案書に基づき、次のとおり説明。 

①本会負担金及び手数料の賦課徴収規則の一部改正について 

○改正趣旨 

介護給付費審査支払手数料の改定に伴う規則の一部改正(施行日:令和6年4月1

日) 

②本会第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業規則の一部改正について 

○改正趣旨 

 第三者行為求償事務共同処理事業受託範囲拡大に伴う規則の一部改正(施行日:

令和 6年 4月 1日) 

③本会保険者事務共同電算処理事業規則の一部改正について 

○改正趣旨 

  退職適用適正化業務の廃止に伴う規則の一部改正(施行日:令和 6年 4月 1 日) 

④本会海外療養費不正請求対策支援業務規則の一部改正について 

○改正趣旨 

  調査会社の見直しによる調査費用の変更に伴う規則の一部改正(施行日:令和 6

年 4月 1日) 

⑤本会退職者医療共同事業拠出金規則の廃止について 

○廃止趣旨 

  退職者医療制度の経過措置廃止（令和 6年 4月 1日）に伴う規則の廃止(施行日:

令和 6年 4月 1日) 

ただ今、事務局より、報告第 2号について説明がありましたが、何か、ご質疑等

ございませんか。 

《質疑なし》 

ご質疑もないようですので、報告第 2号は、報告のとおり承認することにご異議
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ございませんか。 

《異議なし・全会一致》 

ご異議もないようですので、報告第 2号は、報告のとおり承認いたします。 

次に、議決事項に移ります。ここで、皆様にお諮りいたします。関連事項につい

ては、一括議題に供し、審議いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。 

《異議なし・全会一致》 

ご異議がないようですので、関連議案につきましては、一括上程することといたし

ます。はじめに、議案第 1号から議案第 11号につきましては、「令和 6年度に係る

栃木県国民健康保険団体連合会事業計画並びに一般・特別両会計の歳入歳出予算な

どについて」でございます。いずれも関連がございますので、一括議題に供し、審

議いたしたいと存じます。 

なお、議案の内容につきましては、膨大な説明資料となっておりますので、要点の

みの説明とさせていただきたいと存じますが、ご異議ございませんか。 

《異議なし・全会一致》 

ありがとうございます。それでは、事務局の説明を求めます。 

議案第 1号から議案第 11号について、次のとおり議案書に基づき説明。 

◆議案第 1号 令和 6年度本会事業計画について 

議案第 1号について、議案書に基づき、将来にわたり保険者の共同目的達成機

関としての役割と使命を果たすことを念頭に基本方針を定め、実行するための目

標として、次の記載する 7項目の重点目標を設定し、各種事業に取り組んで行く

ことを説明。 

①国民健康保険事業の安定的運営 

②成果を上げる国保・後期高齢者医療診療報酬審査支払事業等の展開 

③共同事業の効率的推進 

④実効性のある保健事業の支援強化と特定健診等データ管理業務の適正執行 

⑤介護保険・障害者総合支援事業関係業務の適正執行 

⑥新規事業への対応 

⑦成果を生み出す組織体制・事業運営等の整備 

 

◆議案第 2号～9号 令和 6年度本会予算案について 

議案第 2号から第 9号までについて、議案書に基づき、令和 6 年度の本会一般・

特別両会計歳入歳出予算（案）について説明。 

予算の合計額が増額となった要因は、医療の高度化・高齢化及び診療報酬等の

プラス改定に伴う国保・後期の医療費の増、介護給付費、障害介護・障害児給付

費の増であること、また、支払勘定を除くいわゆる事務運営経費が減額となった

のは、５年度実施の各種システム更改（国保総合システム、国保データベース（Ｋ

ＤＢ）システム、国保情報集約システムなどをはじめ、本会独自システムや業務

端末などの機器更改（合計 18事業：約７億円））が完了したことが大きな要因で

あることを説明。 

○令和 6年度予算額 

(1) 一般会計        481,618 千円  前年対比  86.79% 
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(2) 診療報酬審査支払特別会計 

業務勘定     1,541,285 千円  前年対比  86.18％ 

支払勘定    147,864,583 千円  前年対比 100.15％ 

(3) 後期高齢者医療事業関係業務特別会計 

業務勘定      901,273 千円  前年対比  91.65％ 

支払勘定    244,633,945 千円  前年対比 103.29％ 

(4) 第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業特別会計 

        436,706 千円  前年対比  94.72％ 

(5) 介護保険事業関係業務特別会計 

業務勘定      717,807 千円  前年対比 115.90％ 

支払勘定    157,432,023 千円  前年対比  101.29％ 

(6) 障害者総合支援法関係業務等特別会計 

業務勘定       109,046 千円  前年対比 113.49％ 

支払勘定     67,009,430 千円  前年対比 107.06％ 

(7) 特定健診保健指導費用決済業務特別会計 

       1,569,768 千円  前年対比 106.08％ 

(8) 職員厚生資金貸付金特別会計 

             10,633 千円  前年対比  96.43％ 

・合 計（総予算額）622,708,117 千円 前年対比 102.34％ 

 [事務運営経費（再掲） 3,334,435 千円 前年対比 91.33％] 

◆議案第 10 号 本会積立金の一部処分について 

議案第 10 号について、議案書に基づき、平成 31 年 3 月 27 日付（平成 26 年 10

月 31 日付厚生労働省通知の一部改正通知）「国民健康保険団体連合会が行う収益

事業に係る法人税法上の取扱いについて」に基づき、洗い替え方式による会計処

理及び機器更改等に充てるため、以下のとおり積立金を処分することを説明。 

・財政調整基金積立資産         136,200,000 円 

・減価償却引当資産           203,086,725 円 

・電算処理システム導入作業経費積立資産  16,607,200 円 

  ・ICT 積立資産              311,500,000 円 

  ・任意調整積立資産            40,401,739 円 

◆議案第 11 号 令和 6年度本会運営資金の一時借入について 

  議案第 11号について、議案書に基づき、令和 6年度の事業運営のため、歳計金

に不足が生じた場合、あらかじめ限度額を決め、指定金融機関から一時借入がで

きるようにすることを説明。 

  ・指定金融機関：足利銀行本店 

・限度額（上限額）：5,000,000 千円 

ただ今、事務局より、議案第 1号から議案第 11号について説明がありましたが、

何か、ご質疑等ございませんか。 

《質疑なし》 

ご質疑もないようですので、議案第 1号から議案第 11号は、原案のとおり可決す

ることにご異議ございませんか。 
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《異議なし・全会一致》 

ご異議もないものと認め、議案第 1号から議案第 11 号は原案のとおり可決いたし

ます。 

次に、議案第 12号「理事長専決事項委任について」を議題に供し、事務局の説明

を求めます。 

議案第 12号について、議案書に基づき、令和 6年度一般・特別両会計において、

会員等に新たな負担を伴わない予算の補正については、理事長専決処分ができるこ

ととする旨を説明。 

ただ今、事務局より議案第 12号について説明がありましたが、何か、ご質疑等ご

ざいませんか。 

《質疑なし》 

ご質疑もないようですので、議案第 12 号は、原案のとおり可決することにご異議

ございませんか。 

《異議なし・全会一致》 

ご異議もないものと認め、議案第 12 号は、原案のとおり可決いたします。 

次に、議案第 13 号から議案第 18 号につきましては、「令和 5年度一般・特別両会

計に係る歳入歳出予算の補正について」でございます。 

いずれも関連がございますので、一括議題に供し、事務局の説明を求めます。 

議案第 13号から議案第 18 号について、次のとおり議案書に基づき説明。 

◆議案第 13 号 令和 5年度本会一般会計歳入歳出予算補正について 

補正額 28,871 千円 

◇補正要因 

  ○以下の支払に不足が生じるため 

   ・地域医療提供体制データ分析事業に係る委託費（データ提供料）[県委託事

業に伴う業務委託費]   補正額 4,670 千円 

・中途退職者に係る退職手当  補正額 22,567 千円 

・栃木県本町合同ビル共益費  補正額 1,601 千円 

・令和 4年度国民健康保険団体連合会等補助金に係る過年度返還金 

 補正額 33 千円                

◆議案第 14 号 令和 5年度本会診療報酬審査支払特別会計（国民健康保険診療報酬

支払勘定）歳入歳出予算補正について       補正額 1,850,150 千円 

◇補正要因 

○流行性疾患等による受診者（件数）の増加に伴い、診療報酬及び高額療養費

の支払に不足が生じるため 

◆議案第 15 号 令和 5年度本会診療報酬審査支払特別会計（公費負担医療に関する

診療報酬支払勘定）歳入歳出予算補正について   補正額 201,600 千円 

◇補正要因 

  ○国保の公費のうち、以下の支払に不足が生じるため 

   ・児童福祉         4,650 千円 

   ・総合支援        27,760 千円 

   ・小児慢性         4,850 千円 
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   ・肝炎医療         5,530 千円 

・こども医療費（県単）  89,680 千円 

   ・重度心身障がい者医療  69,130 千円 

◆議案第 16 号 令和 5年度本会後期高齢者医療事業関係業務特別会計（公費負担医

療に関する診療報酬支払勘定）歳入歳出予算補正について 

補正額 680 千円 

◇補正要因 

  ○後期の公費のうち、以下の支払に不足が生じるため 

   ・肝炎医療           680 千円 

◆議案第 17 号 令和 5年度本会介護保険事業関係業務特別会計（公費負担医療等に

関する報酬等支払勘定）歳入歳出予算補正について  補正額 97 千円 

◇補正要因 

  ○介護の公費のうち、以下の支払に不足が生じるため 

   ・中国残留邦人         97 千円 

◆議案第 18 号 令和 5年度本会障害者総合支援法関係業務等特別会計（障害児給付

費支払勘定）歳入歳出予算補正について        補正額 1,400 千円 

 ◇補正要因 

  ○新規認定者及び新規事業所の増加に伴う給付費の増により、高額障害児給付

費の支払に不足が生じるため 

ただ今、事務局より議案第 13号から議案第 18 号について説明がありましたが、

何か、ご質疑等ございませんか。 

《質疑なし》 

ご質疑もないようですので、議案第 13号から議案第 18号は、原案のとおり可決

することにご異議ございませんか。 

《異議なし・全会一致》 

ご異議もないものと認め、議案第 13 号から議案第 18号は、原案のとおり可決い

たします。 

以上をもちまして、本通常総会に附議されました議案は、全て審議を終了いたし

ましたが、この際、折角の機会でございますので、ご意見等ございましたら、ご発

言をお願いいたします。 

《発言なし》 

ご発言もないようでございますので、以上をもちまして、本通常総会の審議を終

了いたします。 

 それでは、ここで一言挨拶を申し上げます。本日の通常総会において、議長指名

を受けましたが、議事進行につきましては、皆様のご協力によりまして、無事、全

議案の審議を終了することができました。本席より厚くお礼申し上げまして、議長

の席を降ろさせていただきます。誠にありがとうございました。 

 

（閉会挨拶） 

閉会挨拶  理事長 花 塚 隆 志 
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 （閉会） 

 

６ 議事結果 

  報告第 1 号及び第 2号について、報告のとおり承認された。 

議案第 1 号から議案第 18号について、原案のとおり可決された。 


